
公職選挙法第１７条第２項の規定に基づき投票区を設定する告示の一部を改

正する告示を次のように定める。 

 

  令和５年２月１日 

 

                     野田市選挙管理委員会 

                      委員長 金子 憲一



野田市選挙管理委員会告示第１号 

 

   公職選挙法第１７条第２項の規定に基づき投票区を設定する告示の 

一部を改正する告示 

 

 公職選挙法第１７条第２項の規定に基づき投票区を設定する告示（昭和３６

年野田市選挙管理委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。 

 表投票区名の項中「投票区域」の次に「（地番）」を加え、同表第２投票区 

の項中「２７０」を「２６７の５」に改め、同表第４投票区の項中「１０２６」 

を「１０２２」に、「１～３５（みずき一丁目全域）」を「２２」に改め、同

表第６投票区の項中「２５７７」を「３８３７」に改め、同表第１５投票区の

項中「１２１の１」の次に「、１２１の６、１２１の７」を加え、同表第２１

投票区の項中「１０３３の１６」を「１０３３の３０」に、「１０３６の３」

を「１０３６の６」に改め、同表第２２投票区の項中「１２１の３」の次に「、

１２１の５」を加え、同表第２７投票区の項中「２６３８の７９」の次に「、

２６３８の８４」を、「２７０２の１４６」の次に「、２７０２の１５３～２

７０２の１５９」を加え、同表第２８投票区の項中「１２の１０」を「１２の

１２」に、「７５１―２」を「７５１の２」に、「７５７―３」を「７５７の 

３」に、「７５８―５」を「７５８の５」に、「７５９―３」を「７５９の３」 

に、「７５９―４」を「７５９の４」に、「７５９―６」を「７５９の６」に、

「７５９―８」を「７５９の８」に、「７７１―５」を「７７１の５」に、「

８６９―２」を「８６９の２」に、「８７１―４」を「８７１の４」に、「８

７８―４」を「８７８の４」に、「８８１―２」を「８８１の２」に、「８８

２―３」を「８８２の３」に、「８８４―３」を「８８４の３」に、「９０９

―４」を「９０９の４」に、「９６１―２」を「９６１の２」に改め、同表第

３２投票区の項中「９２９―１」を「９２９の１」に、「２０」を「１１」に

改め、



「 

みずき三丁目 １～１１（みずき三丁目全域） 

みずき四丁目 １～１９（みずき四丁目全域） 
を削り、同表第 

                           」 

３３投票区の項中「２６３８の７７」の次に「、２６３８の８６」を、「２７

０２の１３３」の次に「、２７０２の１４５、２７０２の１６１～２７０２の

１６９」を加え、同表第４０投票区の項中「１２の３」の次に「、１２の７～

１２の９」を加え、「２３の２７」を「２３の３０」に改め、同表に次のよう

に加える。 

第４６投票区 みずき一丁目 １～２１、２３～３５ 

みずき二丁目 １２～２０ 

みずき三丁目 １～１１（みずき三丁目全域） 

みずき四丁目 １～１９（みずき四丁目全域） 

   附 則 

 この告示は、公示の日から施行する。 

 


